
自動車の自動化運転：その許容性を巡る学際的研究

報 告 書

平成29年3月

平成28年度研究調査プロジェクト（1610C）

平
成
29
年
３
月



1 
 

1610C プロジェクト「自動車の自動化運転 その許容性を巡る学際的研究」 
 
プロジェクトメンバー 
（氏名 所属） 
 

• 今井猛嘉（PL） 法政大学法科大学院 教授 
• 松村  良之 北海道大学名誉教授：IATSS 顧問 
• 矢野  雅文 東北大学名誉教授：IATSS 顧問 
• 岩貞るみこ モータージャーナリスト 
• 木林  和彦 東京女子医科大学医学部法医学講座 主任教授 
• 久保田  尚 埼玉大学大学院理工学研究科 教授 
• 長谷川孝明 埼玉大学大学院理工学研究科 教授 
• 森本  章倫 早稲田大学理工学術院 教授 
• 松浦  常夫 実践女子大学人間社会学部 教授 
• 菅沼  直樹 金沢大学新学術創成研究機構 准教授 
• 西田    泰 (公財)交通事故総合分析センター 研究第一課長 
• 横山  利夫 ㈱本田技術研究所四輪 R&D センター 上席研究員 
• 岡村  和子 科学警察研究所交通科学部 交通科学第二研究室長 
• 三浦  清洋 (公社)日本交通計画協会 企画室長 
• 小川  貴裕 弁護士法人アディーレ法律事務所 弁護士 
• 八幡  有信 八幡マネジメント研究所 
• 大口 敬 東京大学生産技術研究所 教授 
• 篠原 一光 大阪大学大学院人間科学研究科 教授 
• 杉本 洋一 （株）本田技術研究所四輪 R&D センター 
• 清水 和夫 モータージャーナリスト 
• ルブルトン カロリーヌ 法政大学大学院博士課程 2 年 

（所属・役職は当時） 
 
1 研究の目的 
自動運転の社会的受容性、その前提としての、自動運転の許容性を研究する。 
自動運転の実用化が近づきつつあるが、他方では、自動運転は人間が完全に走行をコント

ロールできない以上、危険であるとの声も根強い。この不安は、理解可能である。自動運転

車両も、車両である以上、その走行がコントールできなくなった場合、伝統的な車両による

場合と同様に、人を死傷し、物を損壊するおそれがあるからである。こうした不安を最小化

する、少なくとも、伝統的な車両が利用される場合よりも死傷や物損の危険性を低下させる

ことが、自動運転車両を公道で利用する際の前提条件となろう。 
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そこで、本年度は、過去２年間の研究成果を踏まえ、自動運転車両の利用により人が死傷

したという、最も避けられるべき事態が生じた場合への対処方を念頭におき、そうした事態

の発生を最小化し、もって自動運転の社会的受容性を高める方策について、検討した。 
 
２ 問題設定 
今年度の研究の対象となる典型例として、以下のものを想定した。 
自然人（Passenger-P）が乗車し、運行に供されていた自動運転車両（Autonomous Vehicle-

AV）が、歩行者（V）に衝突し、V が死亡するに至った。V の死亡という結果について、法

的責任を負うべきなのは、P か。それとも、AV の安全性を説明して P に販売した者（S）
か。S は、AV を製造したメーカーのマニュアルに沿った性能説明しかしていなかった場合、

メーカーの担当者（マニュアルを作成した者や、マニュアルの頒布を決定した者等。M）が

責任を負うべきか。あるいは、そうした性能を具備している AV の製造、販売を認可した行

政庁（最終的には国土交通大臣。G）が責任を負うべきなのであろうか。 
 
V←P←S←M←G 
 
V の死亡という結果について、P らは、当該結果と因果関係が認められる限り、民事責任

を負う（P は契約上の責任、すなわち、債務不履行責任。P ら全員は、不法行為責任）。P は、

この 2 つの責任を同時に負いうる。また、M も、V に対して、製造物責任法上の責任を合

わせて追う可能性がある。 
民事責任は、最終的には、V の遺族に対する金銭賠償である。そこで P らの金銭の出捐

は、適宜の保険によって担保されうる。 
他方で、P らは V の死亡という結果について、刑事責任も負いうる。すなわち、（目的地

を設定し、自動運転による走行を開始させた）P は、自動車運転致死傷行為処罰法所定の罪

を問われる可能性がある。S,M,G は、直接、AV 車の走行には関与していないので、自動車

運転致死傷行為処罰法の適用は困難かもしれない。しかし S,M,G らも、一般的な（刑法所

定の）過失犯（業務上過失致死罪）で処罰される可能性はある。 
M は、安全性に問題がある AV を作成したことを理由として、S から行政制裁（例えば、

自動者製造の免許の取り消し）を課せられる可能性がある。 
G は、V の遺族から、M の監督不行届等を理由として、国家賠償法上の責任等を追求さ

れる可能性がある。 
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３ 自動運転のレベルに応じた検討 
3－1 SAE によるレベル分け 

P、S、M、G の法的責任は、自動運転のレベルに応じて検討するのが適当である。 
自動運転のレベルは、SAE が設定したものが、事実上の国際水準として妥当しており、

日本政府もこれに依ることとしている。 
法的責任の有無、程度を検討する際に重要なのは、自動運転のレベルが３以下か、４以上

かである。レベル 3 では、車両は自動走行され得るが、自動運転を可能とするシステム（｢自

動運転システム｣）が限界に達すると、P に対して運転権限の委譲を求める。P がこれに応

じて、運転権限を把握し、自動運転システムからハンドオーバー（hand over）されること

により、運転者（Driver-D）となる。このように、P が D になることが予定されているモ

ードが、レベル 3 である。これに対して、レベル４以上では、P が D になることはなく、

自動運転システムにより車両の走行が継続される。もっとも、レベル 4 では、自動運転が予

定された領域（Operational Design Domain-ODD）の範囲内でのみ、このような自動運転

が実現される。レベル 5 では、ODD による制約は無くなり、どの範囲でも、完全な自動運

転が実現される。 
レベル４、5 は、日本が加盟している道路交通に関するジュネーブ条約においては許容さ

れていない1。そこで、同条約を踏まえた国内法（道路交通法）との関係でも、レベル４，

                                                   
1 Override をするためには、ペダルとハンドルが必要である。ペダルとハンドルの双方が

装備されていない車両の公道走行は、禁止されている。google car も、公道実験の際に

は、ハンドルが具備された車両を用いている。 
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５は禁止されている。 
レベル 3 も、同条約上、許容されているのかについては議論がある。しかし、ハンドオー

バー又はオーバーライド（自動運転システムの要求以外の場合に P が運転のコントロール

を取り戻す場合を指す）により車両の安全な走行が担保される限りにおいて、条約の趣旨に

は反せず、道交法上も許容されると解される。もっとも、システムからのハンドオーバー要

請後４秒には、乗員がハンドオーバーし運転者になる必要があるとの議論が、国際的には有

力である。そのような短時間で、それまで自動運転されていた車両の安全な走行を確保でき

るのかには疑問も提起されている2。そこでレベル 3 の公道での使用は控え、レベル４以上

の技術の利用を優先させるべきだとの理解もありうるところである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
2 システムからのハンドオーバーの要請がなされる典型例は、システムが走行の安全を確

保できない危機的状況に直面した場合である。そのような場面で乗員が運転者となって

も、安全な走行を担保するのは困難なのではないか、との疑念である。 

②自動運転レベル

レベル１ レベル２ レベル３ レベル４

通常はレベル４

システム限界に至ると

乗員に責任移譲し、

レベル２へ

Hand Over 後は、乗員が

運転者となり運転につき責

運転アシスト

伝統的車両の運転 
支援、その精密版

自動運転システムにお任せ

乗員は何もしない

以下のレベル分けは、今年度中のもの

（来年度は SAEJ3016 に改訂予定）

レベル レベル レベル レベル

現在、レベル３の自動車は、世界中、 
どこにも存在しない

Ex. Tesla の事故車両

NHTSA もレベル 2 と認定

4



4 
 

５は禁止されている。 
レベル 3 も、同条約上、許容されているのかについては議論がある。しかし、ハンドオー

バー又はオーバーライド（自動運転システムの要求以外の場合に P が運転のコントロール

を取り戻す場合を指す）により車両の安全な走行が担保される限りにおいて、条約の趣旨に

は反せず、道交法上も許容されると解される。もっとも、システムからのハンドオーバー要

請後４秒には、乗員がハンドオーバーし運転者になる必要があるとの議論が、国際的には有

力である。そのような短時間で、それまで自動運転されていた車両の安全な走行を確保でき

るのかには疑問も提起されている2。そこでレベル 3 の公道での使用は控え、レベル４以上

の技術の利用を優先させるべきだとの理解もありうるところである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
2 システムからのハンドオーバーの要請がなされる典型例は、システムが走行の安全を確

保できない危機的状況に直面した場合である。そのような場面で乗員が運転者となって

も、安全な走行を担保するのは困難なのではないか、との疑念である。 

②自動運転レベル

レベル１ レベル２ レベル３ レベル４

通常はレベル４

システム限界に至ると

乗員に責任移譲し、

レベル２へ

Hand Over 後は、乗員が

運転者となり運転につき責

運転アシスト

伝統的車両の運転 
支援、その精密版

自動運転システムにお任せ

乗員は何もしない

以下のレベル分けは、今年度中のもの

（来年度は SAEJ3016 に改訂予定）

レベル レベル レベル レベル

現在、レベル３の自動車は、世界中、 
どこにも存在しない

Ex. Tesla の事故車両

NHTSA もレベル 2 と認定

5 

2017 年 3 月現在で、レベル 3 の技術が装備された市販車は、世界には存在しない。アメ

リカ合衆国で死亡事故を起こした Tesla の車両も、Level2 で走行されていたものである。 

3－2 レベル 2、3、4 の実用化に向けた法的課題 
上述のように、レベル３の処理には難問があり、レベル 3 の前後のレベルであるレベル 2

と 4 の実用化に向けた課題の検討は、進められる必要がある。 
レベル 2 では、運転者は自然人だけである。そこで、レベル 2 が装着された車両の走行

条件は、現在、公道で利用されている車両のそれと同じである。例えば、そうした車両の運

転免許の取得要件は、現在のそれと変わることはない。免許を取得している者が、飲酒し、

または過労で車両に乗車し、運転すると、適宜の犯罪（道交法、自動車運転死傷行為処罰法、

刑法上のそれ）が成立する。 
レベル 3 では、ハンドオーバー前は、レベル４以上のモードで走行されているが、オーバ

ーライド後は、レベル 2 以下のモードで走行される。ハンドオーバー後の状況に着目すれ

ば、レベル 3 で走行されうる車両の免許取得要件を変える必要はないとの理解も可能であ

る3。しかし、レベル４以上のモードが想定される以上、レベル 3 で走行される車両にかか

る運転免許を、現行のそれと同様と解することは困難である。ハンドオーバー後の車両の安

全確保にかかる技能や資格に係る要件を加重するなど、新たな運転免許要件の整備が必要

であろう。 
レベル 4 では、乗員は、ODD の範囲内では運転に関与しないが、ODD の範囲外では運

転につき責任を負う。この意味で、レベル 4 は、ODD の範囲を超えるときにハンドオーバ

ーが予定されている形態のレベル 3 として整理可能である。そこで、レベル 4 の実用化に

も、レベル 3 において必要とされる新運転免許に類似したそれ4が、新設される必要がある。 
レベル 5 の実用化には、適宜の新運転免許を新設する必要はない5。 

3 その場合は、例えば、免許を取得している者が、飲酒し、または過労で車両に乗車し、

運転すると、適宜の犯罪（道交法、自動車運転死傷行為処罰法、刑法上のそれ）が成立す

ると解することになる。 
4 レベル 4 の免許を取得すべき者は、車両が ODD を超える時点と場所を認識しうる能

力、および、ODD を超えた後は車両の運転を安全になしうる能力が必要であるとするも

の。 
5 レベル 5 では、ODD の概念が消え、車両の全走行可能領域で、乗員は運転権限を承継

する義務を負わない。すなわち、乗員は運転者とならないので、乗員となるべき資格制限

は考えられない。 
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運転アシスト

伝統的車両の運転支援、

その精密版

通常はレベル４

システム限界 
→乗員に責任移譲＝レベル２

人による事故回避が見込まれる時点（シス

テムがそれを認識しない場合でも、その時

点で）ハンドオーバーオーバーがなされる

べき

レベル２ レベル３ レベル４レベル１

自動運転システムに 
お任せ

行先設定と発進許可 
以外は何もしない

今の自動車に乗るのと同じ

ーーーーーーー

 免許取得要件は

変わらない

 飲酒等での乗車・

運転は犯罪

（道交法、自動車運転死

傷行為処罰法、刑法）

システム限界→ハンド―オーバー

ハンドオーバー後は今の自動車

と同じ

ーーーーーーーーー

 免許取得要件を、

どう考えるべきか重要な課題

 飲酒等での乗車・運転は犯罪

レベル 2 までは、

普通の自動車

危険が高まる 
ことはない

国際的には、ハンドオーバーまで 
４秒で足りるとの意見も

４秒でハンドオーバー 
→運転者による安全な運転が 

継続できるのか？ 
（４秒後にハンドオーバーして、 
    安全運転を続けられる人は、 
    多くはないだろう）

レベル４以上が、 
｢自動運転の社会的受容性｣の

本丸

ここまでは、今の自動車と変わらない

現在の法制度で対応できる

ジュネーブ条約 8 条 5 項、

道交法でも許される自動車

レベル１ レベル２ レベル３ レベル４

6



6 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

運転アシスト

伝統的車両の運転支援、

その精密版

通常はレベル４

システム限界 
→乗員に責任移譲＝レベル２

人による事故回避が見込まれる時点（シス

テムがそれを認識しない場合でも、その時

点で）ハンドオーバーオーバーがなされる

べき

レベル２ レベル３ レベル４レベル１

自動運転システムに 
お任せ

行先設定と発進許可 
以外は何もしない

今の自動車に乗るのと同じ

ーーーーーーー

 免許取得要件は

変わらない

 飲酒等での乗車・

運転は犯罪

（道交法、自動車運転死

傷行為処罰法、刑法）

システム限界→ハンド―オーバー

ハンドオーバー後は今の自動車

と同じ

ーーーーーーーーー

 免許取得要件を、

どう考えるべきか重要な課題

 飲酒等での乗車・運転は犯罪

レベル 2 までは、

普通の自動車

危険が高まる 
ことはない

国際的には、ハンドオーバーまで 
４秒で足りるとの意見も

４秒でハンドオーバー 
→運転者による安全な運転が 

継続できるのか？ 
（４秒後にハンドオーバーして、 
    安全運転を続けられる人は、 
    多くはないだろう）

レベル４以上が、 
｢自動運転の社会的受容性｣の

本丸

ここまでは、今の自動車と変わらない

現在の法制度で対応できる

ジュネーブ条約 8 条 5 項、

道交法でも許される自動車

レベル１ レベル２ レベル３ レベル４

7 

以上の検討を踏まえると、第一に、レベル 3 とレベル 4 には類似性が認められること、

第二に、レベル 5 の実用化に先立ち、レベル 3 とレベル 4 による車両走行の安全性を高め、

その実情の社会的認知度を高めることが、重要であると言えよう。 

3－3 レベル 3 以上の技術の社会的認知と保険制度 
レベル 3 以上の技術の社会的認知度をあげるためには、技術自体の安全性（それぞれの

技術が適用される前提の下で、車両走行の安全性が確保されること）を高めることが、大前

提である。しかし、いかなる技術を用いても、自動運転に係る車両による事故を完全に無く

すことはできない。そこで、事故が生じた場合でも、少なくとも現状と同様の被害救済のた

めの制度が用意されていなければならない。これは、保険制度の適用可能性に係る問題であ

る。 
2017 年 3 月現在、国土交通省は、自動車損害賠償責任保険法を、レベル３の車両にも適

用可能とする方向で検討を重ねている。結論の公表が望まれる。 

４ 自動運転技術の開発、実用化を目指す海外の状況 
以上の問題状況と問題意識を踏まえ、2017 年度には、自動運転技術の開発、実用化を目

指す海外の状況を確認した。 

4－1 イギリスの状況 
イギリスには、自動運転の技術開発をしている有力な企業や研究者は、多くはない。しか

しイギリス政府は、イギリス国内を、自動運転用システムの公道実験場として提供する政策

を採用した。これは、実験の結果、良いアイデア（法制度改革案）が出てきたら、イギリス

の国内法とし、さらにそれを、EU 等関連諸国にも伝達しようとする方針に基づくものと思

われる。 
2017 年 3 月現在では、自動運転技術との関係で、イギリスの道交法（Road Traffic Act）

がどのように改正されるのか、その方向性は明らかにはなっていない。 
もっとも、自動運転の実験を加速させるために、先ずは保険制度の改正がめざされている

点は、注目される。2016 年 5 月の Queen’s Speech6を受けて、保険制度の改正が加速され

ているところである。 

6 “
for new forms of transport, including autonomous and electric vehicles.” 

（最終閲覧日 年 月 日） 
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また、イギリスでは、公道実験場所に選ばれた都市で住民の意見が重視されている点も、

注目される7。 
 

 

 

                                                   
7 http://gateway/commonplace/is/comments 
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4－2 EU の動向 

EU では、トラックの縦列走行を、自動運転技術を用いて実現するための実験がなされて

いる。 
その一例として、今年度は、オランダでの実験状況を視察した。 
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8 
オランダは、アムステルダムやロッテルダム港の有効利用も視野に入れ、EU における物

流拠点の地位を更に強化させるため、オランダを通過する EU 各国からのトラック輸送を

更に増やす政策を検討している。この政策は、EU からも支持され、オランダを起点とする

                                                   
8 MAN Truck2Truck - European Truck Platooning Challenge 2016.
Schultz van Haegen: “The results of this first ever major try

（
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トラックの隊列自動走行の実験がなされている。 
実験は、主に高速道路上で、複数のトラックを縦列走行させ、トラックの 2 台目以下は自

動運転で走行させようとするものである。２台目以下のトラックの運転席には、人が座って

いるが、自ら運転はせず、トラックの挙動を観察している。この意味で、レベル３の技術を

用いての縦列走行が企図されている。 
実験を通じて、具体的な問題も確認されつつある。例えば、A-B-C の三台のトラックが縦

列走行をしている（どの車両にも乗員がいるが、B,C 車は、A 車からの情報を受信しつつ、

レベル 3 で走行されている）場合、A-B あるいは B-C の間に、他の車両が割り込んでこな

いか。割り込みがあった場合、A-B、B-C、A-C の間の情報通信システムが正常に作動する

か（レベル 3 の走行が維持可能か）等が、検討を要する問題として確認されている。 
物流業界から実験とその成果について希望も出されている。現在の実験は、高速道路を使

い、例えば、北ドイツからオランダまでの長距離を走行しての物流において、乗員の負担を

減らすことが、主たる目的とされている。この課題の達成は重要だが、より近距離での物流

にも資する実験も必要ではないか、ということである。 
後者の実験は、一般公道を用いてのものになろうが、オランダ等では、大規模には実施さ

れていない。日本の状況を踏まえれば、後者の実験は、宅配用自動車に係る乗員の負担軽減

のための自動運転技術の利用を試すものであり、日本でも大いに期待されているものであ

る。オランダ等 EU における動向を、日本的関心から注視していくことが必要であろう。 
日本の関心から整理すると、前者の実験は、宅配用自動車の自動運転化を、例えば、夜間、

高速道路の専用レーンを使うことで部分的に実現する際にも、重要な先例となるものであ

る。 
 

5 自動運転技術の開発、実用化を目指す日本の状況 
4 と同様の観点から、日本の状況を確認した。 

 
5－1 珠洲市の取り組み 
珠洲市は、過疎化、高齢化が非常に進行しつつある地方自治体である。そのため、税収等

との関係で公共交通機関を維持することが困難となることも予想され、その代替手段とし

ての自動運転の実用化には、市長のイニシアティブの下、金沢大学（菅沼準教授）と共同で、

自動運転の実証実験が積極的に進められている。その際には、公共交通の代替としての自動

運転の実用化が目指されているという、実験の趣旨及び重要性が、市民に説明され、市民の

多くの支持の下で実験が継続されている。  
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5－2 中部地方での実証実験 

岡崎市では、同市の協力もあり、自動運転の公道実験がなされている。走行ルートは、岡

崎中央公園から福祉施設、病院近くを回って公園に戻ってくるものであり、最新のレーダー

等が搭載された車両により、レベル 3 相当の走行実験が繰り返されている。 
珠洲市におけるのと同様に、市民の利用頻度が高いと思われる公共施設を周遊する形で

走行ルートが設定されている。 
 
岡崎中央公園での実験画像 
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5－3 小括 
自動運転に係る車両は、極めて高額なので、その利用が可能になった際、当初は、行政庁

（国、県、市等）がそうした車両を保有し、市民等の提供に用いられるものと予想される。

そこで、岡崎市（や珠洲市）の形での実験継続が望ましいであろう。 
 
5－4 シンポジウムの開催9 
自動運転の公道実験が各地でなされ、社会的にも自動運転に関する関心（期待や不安）が

                                                   
9シンポジウムで、経産省と警察庁から提供された資料は、文末に資料として掲記する。 
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高まってきたことを踏まえ、関係者の意見を聞き、意見交換をするために、シンポジウムを

開催した。 
それは、2016 年 12 月 10 日に開催された｢自動運転の社会的受容性の模索:その現状と課

題｣である。 
経済産業省の担当者からは、自動運転の技術を用いて、地方経済の活性化等が見込まれ、

自動運転技術の早急な実用化が望まれるとの指摘がなされた。 
警察庁と交通被害者遺族の方々からは、自動運転の技術の発展の重要性と共に、自動運転

を利用する際にも、安全第一という視点を忘れてはならないことが指摘された。 
その後の意見交換を通じて、これらの指摘が、自動運転技術を具体的に社会で用いる際に

考慮すべき基本的に重要な視点であることが、確認された。 
 
６本年度の研究の総括と将来の課題 
 
6－1 自動運転に係る社会的受容性の向上:その基本的視点 

自動運転に係る車両が、少なくとも現在の車両と同等の安全性を確保しうるならば、自動

運転車両も社会的に受容されるであろう。 
現時点で、レベル 2 の技術は洗練されつつある。次の課題は、レベル 3 以上の技術の実

用化である。 
レベル 3 では、自動運転中はレベル 4 以上のモードで走行され、自動運転システムの機

能限界等に至れば、ハンドオーバーがなされる（乗員が運転権限を取得ないし委譲され、運

転者となる）。そこで、レベル 3 での走行の安全性を高めるには、レベル４以上の走行実験

を繰り返すことと、オ後の乗員（から運転者となるべき者）によるマニュアル運転の安全性

を高めることが、必要である。 
このように、自動運転に係る社会的受容性とは、結局、レベル３以上の技術に対する信頼

性に帰着する。これら技術に、期待される安全性を発揮させるには、道路環境、通信環境等、

関係する諸科学の知見が総合的に活用される必要がある。 
また、レベル 3 以上でも事故を絶無とはできない以上、事故時の原因究明のための証拠

確保の具体策が検討される必要がある。例えば、車両に Event data recorder を設置し、事

故直前のデータを警察その他の公的機関に提供することを義務付けるならば、事故の原因

解明は容易になる。しかし、この制度案は、乗員ないし運転者のプライバシー、自己負罪拒

否特権等を侵害しうるので、法的には慎重な検討が必要である。これは、今後の重要な検討

課題である。 
レベル 3 以上の技術により走行されていた自動運転車両により事故が生じた場合、被害

者の損害を迅速に補填するためには、適宜の保険制度の整備が必要である。当面は、現行の

制度（自動車損害賠償保障法・自賠法）で対応可能であろう。しかし、レベル４，更にはレ

ベル 5 の技術の利用を視野にいれると、自賠法所定の｢運行供用者｣という概念の妥当領域
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は、再検討されるべきである。 
基本的視点として誤解してはならないのは、保険制度によって自動運転の問題（特に、法

的に許容される自動運転のレベル）が確定される関係にはない、ということである。自動運

転の許容されるレベルは、道路交通法、その上位規範であるジュネーブ条約の解釈によって

しか決まらない。他方で、保険は、どのようなレベルの自動運転が利用された場合でも、不

可避的に生じる事故及び被害者を救済するために必要なのであって、如何なる自動運転レ

ベルとも接合可能なものである。保険制度の観点から、自動運転の問題を論じても、自動運

転に係る基本問題（どのレベルまで許容されるか）は解決できないことは、留意されるべき

である。 

 
 
6－2 レベル 3 の利用 
レベル 3 では、当初は自動運転（レベル 4 以上）がなされるが、途中でオーバーライドに

よりレベル 2 以下の運転に切り替わることが想定されている。 
日本では、過疎化・高齢化が急速に進展する地方都市で、とりわけ自動運転技術の実用化

に関心があることは、5 で確認されたところである。そうした需要に対応するには、逆レベ

ル 3 というべき技術も、検討されるべきであろう。 
逆レベル 3 とは、運転者がマニュアル運転（レベル 2 以下）をするが、高齢、疾病等によ

り、走行中に安全運転の継続が困難となった場合には、そうした異変を自動運転システムが

認知し、自動運転（レベル 4 以上）に切り替えるというものである。 
｢逆レベル 3｣という用語ないし発想は、ほとんど聞かれない。しかし、日本の地方都市で自

動運転を活用するには、このようなドメスティックなアイデアも、考慮に値すると思われる。

その実現可能性の検討は、将来の課題である。 

法制度が整備
されれば、安心

整備されているのか？
各国でも、
まだ整備

されていない

法制度の整備の前に、保険制度の整備は必要では？

日本で、レベル 以上の自動運転に対応する法制度を作るのに、

参考になる社会実験や、試みは何か？
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ベルとも接合可能なものである。保険制度の観点から、自動運転の問題を論じても、自動運

転に係る基本問題（どのレベルまで許容されるか）は解決できないことは、留意されるべき

である。 

 
 
6－2 レベル 3 の利用 
レベル 3 では、当初は自動運転（レベル 4 以上）がなされるが、途中でオーバーライドに

よりレベル 2 以下の運転に切り替わることが想定されている。 
日本では、過疎化・高齢化が急速に進展する地方都市で、とりわけ自動運転技術の実用化

に関心があることは、5 で確認されたところである。そうした需要に対応するには、逆レベ

ル 3 というべき技術も、検討されるべきであろう。 
逆レベル 3 とは、運転者がマニュアル運転（レベル 2 以下）をするが、高齢、疾病等によ

り、走行中に安全運転の継続が困難となった場合には、そうした異変を自動運転システムが

認知し、自動運転（レベル 4 以上）に切り替えるというものである。 
｢逆レベル 3｣という用語ないし発想は、ほとんど聞かれない。しかし、日本の地方都市で自

動運転を活用するには、このようなドメスティックなアイデアも、考慮に値すると思われる。

その実現可能性の検討は、将来の課題である。 

法制度が整備
されれば、安心

整備されているのか？
各国でも、
まだ整備

されていない

法制度の整備の前に、保険制度の整備は必要では？

日本で、レベル 以上の自動運転に対応する法制度を作るのに、

参考になる社会実験や、試みは何か？
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6－3 レベル 4 以上の技術を利用可能とするための法制度整備 
レベル４以上の技術により走行されている車両では、乗員は、一定の範囲（レベル 4 にお

ける ODD）あるいは、全領域（レベル 5）において、運転操作を行わない。そのような乗

員をも、自賠法所定の｢運行供用者｣として保険責任を課すことが適切か。今後の検討課題で

ある。 
また、（ODD 内を走行中の）レベル 4 による自動運転車両や、レベル 5 で走行されてい

る車両では、走行を管理・操作するシステムは、車両の利用開始後に、走行に応じて、デー

タベースが更新され、また、クラウドアップデート（Over the Air updates-OTA updates）
により、システムが随時、更新される。このような AI とも言うべきシステムは、動産であ

る車両本体とは区別して評価されるべきであろう。そうすると、そのような車両とシステム

とを不可分のものとし、全体として一つの製造物と評価し、製造物責任法を適用して良いか

も、再検討されるべきである。これも、今後の重要な検討課題である。 
 
 
 
 

改正個人情報保護法を超える課題

（ビッグ・データ処理における 

データ送受信の安全性

（ハッカー対策等）

データをセンターに送

信、集積して、分析
逆オーバーライド

車内モニターを設

置、 
運転者の体調を観察

体調に異変を感知 
→システムに運転権限 

を移譲

危険運転等を防止す

るシステム

自動運転のメリットを、より大きくするには？

 →今後の課題として見えてきたこと

レベル４を見通して、レベル２を洗練させる
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6－4 自動運転に係る車両の利用形態 
以上のように、レベル 3 以上の自動運転技術には、技術的安全性の確保、それに応じた法

制度の整備等、多くの問題が未検討のまま残されている。 
そこで、当面は、レベル４の技術的安全性を確認し、安全な範囲で、これを、レベル 3 に

て用いることが考えられる。安全性の確保、換言すれば、事故が生じた場合の責任を想定し

ての走行になろうから、そうした責任を負いうる主体として、行政庁を想定し、公用ないし

公共用車両から、レベル４の技術の実用化が図られるべきであろう。 
他方で、個人の利用に係る車両では、先ず、レベル２を洗練させ、来るべきレベル３ない

し４以上への対応を徐々に図ることが現実的であると思われる。 
 
（資料） 
・シンポジウム資料 
・・経産省 
・・警察庁 
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